
　

町
内
に
住
所
の
あ
る
方
は
、
職
場
の
被
用
者

保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
他
の
医
療

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
や
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
方
を
除
き
、
全
員
国
保
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
保
加
入
は
世
帯
単
位
で
す
が
、
保
険
証
は
、

カ
ー
ド
式
で
個
人
単
位
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

国
保
の
加
入
者
数
は
、
人
口
の
減
少
に
比
例

し
て
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
加

入
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
平
成
24
年
度

に
お
け
る
前
期
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
の
占
め

る
割
合
は
、
36･

69
％
で
あ
り
、
県
下
で
5
位

と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
で
受
け
ら
れ
る
給
付
な
ど

▽�

診
療
の
給
付

（
年
齢
に
よ
り
負
担
割
合
は
変
わ
り
ま
す
）

▽�

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
の
一
部

▽�

療
養
費
の
支
給
（
医
師
が
必
要
と
認
め
た
治
療

用
補
装
具
の
購
入
費
や
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
な
ど
）

▽�

高
額
療
養
費
の
支
給
（
医
療
機
関
に
支
払
っ

た
１
カ
月
の
一
部
負
担
金
（
合
算
対
象
基
準
額
）

の
合
計
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超

え
た
額
を
支
給
）

▽�

出
産
育
児
一
時
金
（
42
万
円
）

▽�

葬
祭
費
（
５
万
円　

被
保
険
者
が
な
く
な
っ
た
場

合
に
葬
祭
を
行
っ
た
人
に
支
給
）

▽�

訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
な
ど

●国保加入状況

人口 加入者数 加入率

22 年度 17,855 人 5,354 人 29.99％

23 年度 17,584 人 5,228 人 29.73％

24 年度 17,340 人 5,089 人 29.35％

●前期高齢者の占める割合

割合 県内順位

22 年度 35.90％ ４位

23 年度 35.31％ ５位

24 年度 36.69％ ５位

　報道でも伝えられている、厳しい財政状況が続く国
保会計。市川三郷町でも、医療費の増加などで深刻な
状況が続いています。
　市川三郷町の国保会計の状況をお伝えします。

国
保
の
加
入
対
象
者
は
？

　
健
康
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は

誰
も
の
願
い
で
す
。
し
か
し
、

不
測
の
事
態
に
よ
っ
て
医
療
の

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
に
な
る
時
が

あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
そ
の
よ

う
な
と
き
に
備
え
て
、
加
入
者

が
お
金
を
出
し
合
い
、
医
療
機

関
に
か
か
る
と
き
の
費
用
な
ど

を
補
助
し
よ
う
と
い
う
、
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
主
な
収
入

は
、
国
保
税
や
、
国
・
県
か
ら

の
支
出
金
な
ど
で
、
ま
た
主
な

支
出
は
、
国
保
加
入
者
の
医
療

費
の
う
ち
町
が
負
担
す
る
保
険

給
付
費
が
大
き
な
項
目
で
す
。

　
こ
れ
ら
支
出
と
収
入
の
バ
ラ

ン
ス
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
が

国
保
会
計
で
す
。

国
民
健
康
保
険
証

●医療費の状況

医療費総額 1 人当たり
医療費 県内順位

22 年度 17 億 6,865 万 9,249 円 330,344 円 ４位

23 年度 17 億 5,381 万 5,683 円 335,466 円 ５位

24 年度 16 億 8,562 万 5,692 円 331,229 円 ６位

国
保
の
加
入
状
況

医
療
機
関
の
窓
口
で
保
険
証
な
ど
を

提
示
す
れ
ば
、
年
齢
に
応
じ
た
自
己

負
担
割
合
分
を
支
払
う
だ
け
で
診
察

や
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　医療費総額は、増加傾向でしたが、平成 23 年度から減
少に転じました。ただし、これは加入者数の減少によるもの
であり、１人当たりの医療費はほぼ横ばいで続いています。
また、１人当たりの医療費は県下で上位となっています。こ
れは前期高齢者の占める割合が大きいことが主な要因だと
思われます。

国保の窮状

市
川
三
郷
町
の

国
民
健
康
保
険
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「
市
川
三
郷
町
は
国
保
税
が
よ
そ
に
比
べ
て

高
い
の
で
は
？
」
国
民
健
康
保
険
は
市
町
村
ご

と
に
税
率
が
違
う
た
め
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を

よ
く
受
け
ま
す
。
し
か
し
結
論
か
ら
言
う
と
、

ほ
か
の
市
町
村
に
比
べ
て
決
し
て
高
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
。

　

市
川
三
郷
町
の
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
高

く
、
県
内
で
も
上
位
に
位
置
し
ま
す
が
、
一
人

当
た
り
の
国
保
税
額
は
昨
年
度
年
間
８
万
２
，

１
９
８
円
で
、
県
内
27
市
町
村
中
24
番
目
で

し
た
。
ま
た
山
梨
県
の
平
均
税
額
は
９
万
７
，

０
０
５
円
な
の
で
こ
れ
も
大
き
く
下
回
っ
て
い

ま
す
。
多
く
の
市
町
村
が
毎
年
、
あ
る
い
は
隔

年
で
国
保
税
率
の
改
定
し
て
い
る
な
か
、
本
町

で
は
平
成
22
年
度
に
値
上
げ
を
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
も
県
内
で
は
か
な
り
低
い
税
額
で
推
移

し
て
い
ま
す
。

　

国
保
加
入
者
の
医
療
費
負
担
分
は
、
国
や
県

か
ら
の
公
費
な
ど
や
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
国

保
税
で
賄
う
と
い
う
の
が
現
行
の
仕
組
み
で

す
。
一
般
的
に
公
費
と
国
保
税
の
負
担
割
合
は

変
わ
ら
な
い
の
で
、
加
入
者
数
が
減
少
し
医
療

費
が
上
が
る
と
、
皆
さ
ん
の
負
担
も
増
え
て
し

ま
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
こ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
分
の
国
保

税
を
課
税
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
不
足
分
は
、

町
の
一
般
会
計
か
ら
昨
年
度
は
５
，
４
０
０
万

円
、
今
年
度
は
７
，
１
８
０
万
円
（
見
込
み
）

の
繰
り
入
れ
を
し
て
補
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
の
削
減
対
策
で
即
効
な
改
善
策
を
見

つ
け
る
の
は
と
て
も
困
難
で
す
。
医
療
費
の
削

減
の
た
め
、
医
療
機
関
で
の
受
診
を
制
限
す
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
※１

コ
ン
ビ
ニ
受
診
や
※２

重
複
受
診
な
ど
無
駄
な
受
診
は
止
め
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
※３

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
多
く
活

用
さ
れ
た
こ
と
で
医
療
費
削
減
に
大
き
な
効
果

が
あ
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。
お
医
者

さ
ん
に
相
談
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
こ
と
も
聞
い
て
み
て
下
さ
い
。

４月から

　

平
成
26
年
度
の

新
し
い
保
険
証

は
、
今
月
中
に
お

送
り
し
ま
す
。
直

接
手
渡
し
す
る
、

書
留
郵
便
で
お
送

り
し
ま
す
の
で
、

留
守
の
多
い
方
は

ご
注
意
下
さ
い
。

　

お
手
元
に
届
い

た
ら
内
容
に
間
違

い
な
い
か
確
認

し
、
４
月
1
日
か
ら
差
し

替
え
て
お
使
い
下
さ
い
。

　

な
お
、
国
保
税
に
未
納

や
滞
納
が
あ
る
場
合
、
新

し
い
保
険
証
が
交
付
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
お
早

め
に
ご
相
談
下
さ
い
。

皆
様
の
健
康
づ
く
り
が
何
よ

り
も
大
切

町
の
国
保
税
は
高
い
？

問
町
町
民
課
国
保
年
金
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
５

有効期限　平成 26 年 -- 月 -- 日

記号番号　　1234
5-678

　　　　　　　性別　男

氏　　名　　市川三郷　太郎

生年月日　　平成 17 年 10 月 1 日

世帯主氏名　　市川三郷　太郎

住　　所　　山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 1790-3

資格取得日　　平成 17 年 10 月 1 日

交付年月日　　平成 26 年   4 月 1 日

　保険者番号　　1234
56

　保険者名　　市川三郷町

国民健康保険

被 保 険 者 証

国保税は国民健康保険事業に欠
かせない大切な財源です。納付
へのご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

● 1人当たりの国保税平均額

１人当たり 県内順位

22 年度 81,086 円 19 位

23 年度 82,024 円 23 位

24 年度 82,198 円 24 位

●国保税の収納率（現年分）

収納率 県内順位

22 年度 93.45％ 10 位

23 年度 93.98％ ９位

24 年度 94.67％ ８位

　
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
県
下
で
も
上
位
と

な
っ
て
い
る
一
方
、
国
保
税
の
１
人
当
た
り
の

額
は
下
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
国
保
税
の
収
納

率
は
、
日
々
の
努
力
の
結
果
、
向
上
し
て
お
り

県
内
で
の
順
位
も
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
の
削
減
は
、
体
の
状
態
を
よ

く
知
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
健
康
管
理

に
関
心
を
持
つ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ひ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
国
保
制
度
の

健
全
な
運
用
に
繋
が
り
ま
す
。
や
っ
ぱ

り
元
気
が
一
番
。
人
も
国
保
も
「
健
康
」

を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

※１コンビニ受診
コンビニに出掛ける
ような軽い気持ちで、
時間外に救急医療を
利用すること
※２重複受診
同じ病気で同時に複
数の医療機関にかか
ること
※３ジェネリック医薬品
製薬会社が開発した
新薬の独占販売期間
終了後に発売される、
後発医薬品

■ 国保制度改正のお知らせ ■
　本年４月から、70 歳以上 75 歳未満の人の自己負担割合が変更に
なります。（現役並み所得者は除く）ただし、昭和 19 年４月１日以
前生まれの人は、これまでどおり１割に据え置かれます。昭和 19
年４月２日以降生まれの人は、70 歳の誕生日の翌月（１日生まれ
の人はその月）から２割となります。現役並み所得者の自己負担割
合は３割のままです。

一　　　 般
低所得者 Ⅰ Ⅱ
（70歳以上75歳未満の方）

 S19/4/1 以前
 生まれの人 １割
 S19/4/2 以降
 生まれの人 

※５月受診から適用になります

現役並み所得者の自己負担割合は、３割のままです。

２割

平成 25 年度まで

１割

国保被保険者証の更新
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■人件費の状況（普通会計決算）

住基人口（24 年度末） 歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率Ｂ / Ａ （参考）23 年度人件費率

17,340 人 85 億 4,130 万２千円 12 億 9,146 万６千円 15.1％ 15.4％
※人件費には、町議会議員、農業委員、区長などの各種行政委員報酬を含む
※普通会計とは、一般会計、恩賜県有財産保護管理事業特別会計、歌舞伎文化公園管理特別会計の合計を表す

■職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数
Ａ

給与費 一人当たり
給与費 B/A

（参考）23 年度平均
一人当たり給与費給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ

169 人 6 億 821 万３千円 6,061 万７千円 2 億 751 万１千円 8 億 7,634 万１千円 518 万５千円 513 万６千円
注１　職員手当には退職手当を含まない　　　  ２　職員数は、24 年４月１日現在の普通会計に属する職員の人数
　３　普通会計とは、一般会計、恩賜県有財産保護管理事業特別会計、歌舞伎文化公園管理特別会計の合計を表す

■職員の初任給の状況（平成 25年４月１日現在）

区分 市川三郷町 山梨県 国

一般行政職
大学卒 17 万 2,200 円 17 万 8,800 円 17 万 2,200 円

高校卒 14 万 100 円 14 万 4,500 円 14 万 100 円

技能労務職 高校卒 13 万 7,200 円 14 万 6,700 円 －

保　健　職 大学卒 19 万 8,300 円 21 万 1,100 円 －

■ラスパイレス指数の状況

区分 平成 24 年度

市川三郷町 103.2

山　梨　県 108.3

国 100.0

■職員の平均年齢、平均給料など（平成 25年４月１日現在）

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 41.3 歳 31 万 5,900 円 34 万 3,444 円

技能労務職 52.6 歳 25 万 1,125 円 26 万 625 円

看護・保健職 34.5 歳 26 万 360 円 28 万 1,160 円

■期末手当・勤勉手当（平成 24年度支給割合）

市川三郷町 山梨県 国

期末手当 2.6 月分 2.6 月分 2.6 月分

勤勉手当 1.35 月分 1.35 月分 1.35 月分

■特別職の報酬など ( 平成 25年４月１日現在）

給料 報酬

町長 319,000 円（638,000 円） 議長 230,000 円

教育長 345,800 円（494,000 円） 副議長 180,000 円

　　※（ ）内は減額処置前の金額 議員 157,000 円

町職員の給与・定員などの
状況をお知らせします 問総務課庶務係

☎ 055-272-1102

　町職員の給与と職員定数は地方公務員法に基づき、町議会の議決
を経て町の条例で定められています。平成 25 年４月１日現在の町職員
給与と職員数の状況をお知らせします。

■分限処分数（平成 24年度）

降任 免職 休職 降格 合計 失職

０ ０ ０ ０ ０ ０
※休職の内容は、地方公務員法第 28 条第１項第２号、第２項第１号、心身の故障の場合による

［給与実態調査（H25/4/1 現在）、定員管理調査（H25/4/1 現在）より引用］

※ラスパイレス指数と
は、国家公務員行（一）
の俸給月額を 100 とし
た場合の地方公共団体
の一般行政職の給料の
水準。東日本大震災に
伴い、国は給与減額特
例措置を実施した。
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子育て支援医療費
ひとり親家庭医療費
の受給者証をお持ち
の皆様へ

　現在お使いの受給者証

は、保険証との記載事項が

一致していますか？

確認をお願いします。

　保険証や、住所、氏名などの
変更があった場合、受給者証の
変更の手続きを必ず行って下さ
い。記載内容が違っていると、医
療機関の窓口で無料にならない
場合があります。
　役場から手続きの通知はしま
せんので、変更があった場合は忘
れずに手続きをお願い致します。

■変更がある場合の手続き

【持ち物】対象児童の保険証・受
給者証・印鑑
【手続きする場所】町役場本庁舎

福祉支援課、町役場三珠庁舎住
民サービス係、町役場六郷庁舎
いきいき健康課

不明な点がありましたら、いきい

き健康課子育て支援係☎ 0556-

32-2114までご連絡下さい。

■定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

区分
部門

22 年 25 年 22 年～ 25 年 （参考）

計画始期 ３年目 計 数値目標

一般行政
職員数 143 146 146 139 

増減 3 3（△ 75％） △ 4

教　育
職員数 25 23 23 21 

増減 △   2 △ 2（50％） △ 4

公営企業
会計

職員数 151 138 138 149 

増減 △ 13 △ 13（650％） △ 2 

計
職員数 319 307 307 309 

増減 △ 12 △ 12（120％） △ 10
注 計画期間は、22 年～ 26 年の４年間

■部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

職員数 対前年 
増減数 主な増減理由

24 年度 25 年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 2 2 0

総務 54 52 △ 2 業務の統廃合のため

税務 11 11 0

農水 12 12 0

商工 4 4 0

土木 11 11 0

民生 32 33 1 業務増のため

衛生 20 21 1 保健師増

計 146 146 0

教育部門 24 23 △ 1 業務員退職不補充

小　計 170 169 △ 1

公
営
企
業

会
計
部
門

病院 90 86 △ 4 欠員不補充（看護師）

水道 4 4 0

その他 48 48 0 欠員不補充

小　計 142 138 △ 4

合計
312 307 △ 5

[ 387 ］ [ 387 ］ [ 　0 ］
注１　職員数は一般職に属する職員数
　２　[     ] 内は、条例定数の合計

■職員の主な研修実績（平成 24年度）

区分（研修名） 内容 対象職員 参加者数

山梨県市町村研修所
研修

階層研修、専門研修、特別研修、
実務研修、出張研修、自主研修

該当職員
希望者

269

人事評価制度の研修

人事評価制度の施行のため、制
度の理解訓練を目的に目標設定
研修、目標設定指導者研修、評
価面談研修を実施

全職員 のべ 387

メンタルヘルス
（セルフケア）研修

メンタルヘルス対策として支援
センターの促進員を招き、セル
フケアについて受講

全職員 224
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△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

平成 26 年４月１日から 消費税率が引き上げられます
鰍沢税務署からのお知らせ

■消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組
　消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費
者にご負担いただくことを予定している税です。
　政府としては、消費税率の引上げに当たって、事
業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう対策を

講じており、転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関す
る政府共通の相談窓口として、「消費税価格転嫁等
総合相談センター」が設置されています。
　同センターでは、下記専用ダイヤル又はホームペー
ジ上の専用フォームにより相談を受け付けています。

　消費税法等の一部が改正され、平成 26 年４月１日から現行の５％の消費税（地方消費税
を含みます）の税率が、８％に引き上げられます。
　詳しい改正内容につきましては、国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」

（社会保障と税の一体改革関係）」をご覧下さい。
　URL��http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

　なお、具体的な取引等に係る税の取扱いに関するご相談を希望される方につきましては、
面接日時等の電話による事前予約をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。

鰍沢税務署�☎ 0556-22-3191

消費税価格転嫁等総合相談センター
　【専用ダイヤル】�☎ 0570-200-123
　【受付時間】平日午前９時～午後５時（平成 26年３月・４月は土曜日も受け付けます）
　【ホームページ】http://www.tenkasoudan.go.jp（24 時間受付）
　【相談受付内容】▷転嫁に関する問い合わせ　▷広告・宣伝に関する問い合わせ
　　　　　　　　▷消費税の総額表示に関する問い合わせ　▷便乗値上げに関する問い合わせ

総額表示義務の特例
　平成 25 年 10 月１日から平成 29 年３月 31 日までの間、現に表示する価格が税込表示であると誤認されな
いための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しないこととされています。

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー▶特例がない場合（総額表示義務あり）の例 ▶特例を適用する場合の例
～ H26.3.31 H26.4.1～ ～ H26.3.31 H26.4.1～

　値札の貼替えが 必要 　値札の貼替えは 必要なし

1,050 円（税込） 1,080 円（税込） 1,000 円 + 税 1,000 円 + 税

△△スーパー△△スーパー

△△スーパー△△スーパー

地区名頭ライン

名前頭ライン
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※
本
人
・
ご
家
族
の
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の
の
み
掲
載

１月届出分
（敬称略）

お
く
や
み

お
め
で
た

※
地
域
名
は
亡
く
な
っ
た
方
の
最
終
住
所
地
で
す

死
亡

氏　

名

届
出
人

地　

域

 

お
悔
や
み
申
し
あ
げ
ま
す

誕
生

氏　

名

届
出
人

地　

域

元
気
に
育
っ
て
ね

結
婚
す
ば
ら
し
い
ご
家
庭
を

両

人

の

氏

名
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市
川
三
郷
町
で
は
、
第
5
期
市

川
三
郷
町
男
女
共
同
参
画
推
進
委

員
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

町
民
一
人
ひ
と
り
が
「
こ
の
町

に
住
ん
で
い
て
良
か
っ
た
」
と
胸

を
張
っ
て
言
え
る
町
に
な
れ
ば
、

ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
で
し
ょ
う
。

町
で
は
そ
ん
な
「
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
」
を
目
指
し
様
々
な
施
策
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
推
進
も

そ
の
一
つ
で
す
。
固
定
的
な
役
割

分
担
意
識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
男
女

が
社
会
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
様
々
な

活
動
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

全
て
の
町
民
が
、
と
も
に
思
い

や
り
、
互
い
に
尊
重
し
合
い
、
安

心
し
て
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
町
を

実
現
す
る
た
め
、
あ
な
た
の
知
恵

や
感
性
を
町
の
施
策
に
活
か
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

■
募
集
人
数　

5
名
程
度

■
資
格
要
件　

▽
平
成
26
年
4
月

1
日
現
在
20
歳
以
上
で
町
内
在
住

の
者
▽
市
川
三
郷
町
が
「
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
」
に
な
る
こ
と
を
願
う
方

■
任
期　

平
成
26
年
4
月
1
日
～

平
成
28
年
3
月
31
日
の
2
年
間

■
活
動
内
容　

▽
『
市
川
三
郷
町

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
』
や
『
市

川
三
郷
町
男
女
共
同
参
画
推
進
条

例
』
に
基
づ
い
た
「
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
」
に
な
る
た
め
の
町
づ
く

り
へ
の
参
画
▽
男
女
共
同
参
画
の

啓
発
や
推
進
活
動　

他

■
申
込
締
切　

3
月
20
日
㈭

■
応
募
方
法　

氏
名
、
住
所
、
生

年
月
日
、
性
別
、
電
話
番
号
、
職
業
、

勤
務
先
を
記
載
し
た
う
え
、「
男
女

が
と
も
に
支
え
合
う
社
会
」
に
関

し
て
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

※
直
接
持
参
、
郵
送
、
電
子
メ
ー

ル
に
て
受
け
付
け
ま
す
。
様
式
は

問
い
ま
せ
ん
。

※
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
男
女
共
同
参

画
推
進
委
員
会
委
員
の
選
考
以
外
の
目
的

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
返

却
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
承
知

お
き
下
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
　
町

企
画
課
企
画
政
策
係
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
１
１
０
３

e
-
m
a
i
l

　k
i
k
a
k
u
@
t
o
w
n
.

ichikaw
am

isato.lg.jp

62

あなたの
知恵や感性を

活かして
みませんか？

市
川
三
郷
町

男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

委
員
募
集

地区名頭ライン
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